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Ⅰ．はじめに

2011 年 3 月 11 日 14 時 46 分（日本時間、以下同じ）に発生した東北地方太

平洋沖地震とそれが引き起こした津波が東京電力の福島第一原子力発電所及び

福島第二原子力発電所（以下、「福島原子力発電所」という。）を襲い、未曾

有の大規模かつ長期にわたる原子力事故が発生した。

我が国にとっては、この地震と津波による大規模な災害への対応とともに、

その地震と津波により引き起こされた原子力事故への対応も同時に行わなけれ

ばならないという極めて厳しい事態となった。

この原子力事故は、我が国にとって大きな試練となり、世界各国の支援を受

けつつ、国内の数多くの関係機関が一体となって対応に取り組んでいるところ

である。また、我が国は、この事故が世界の原子力発電の安全性に懸念をもた

らす結果となったことを重く受け止め反省している。そして、何よりも事故の

発生によって、世界の人々に放射性物質の放出について不安を与える結果にな

ったことを心からお詫びする。

現在、我が国は事故の収束に向けて英知を結集して取り組んでいるところで

あるが、福島原子力発電所で何が起こり、それがどのように進展し、そして我

が国が事故をどのように収束させようとしているかについて、正確な情報を絶

えず世界に伝えることは我が国の責任である。また、我が国がこの事故から何

を教訓として汲み取っているかを世界に伝えることも我が国の責任であると認

識している。

本報告書は、このような認識にたって、本年 6月に開催される国際原子力機

関（IAEA）の「原子力安全のための閣僚会議」における我が国からの報告とし

てとりまとめたものである。事故の収束は、原子力災害対策本部の下に置かれ

た政府・東京電力統合対策室が、海江田万里経済産業大臣の指揮の下に原子力

安全・保安院、東京電力等が力を結集する形で取り組んでいる。本報告書の作

成は、原子力災害対策本部の中で、政府・東京電力統合対策室による事故収束

に向けての取組み等を踏まえて作業を進め、外部有識者の意見も聴取しながら

行った。作成作業の全体は、原子力災害対策本部長である内閣総理大臣の命を

受けた細野豪志内閣総理大臣補佐官が統括した。
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本報告書は、事故報告書としては暫定的なもので、現在まで得られた事実関

係を基に事故の評価や得られた教訓をとりまとめたものである。範囲としては、

現時点までの原子力安全と原子力防災に関する技術的な事柄を中心としており、

原子力損害賠償、社会生活への影響等についてまではとりあげていない。

政府としては、この報告書のとりまとめとは別に、福島原子力発電所の事故

への対応の全体について検証するため、「東京電力福島原子力発電所における

事故調査・検証委員会」（以下、「検証委員会」という。）を設置した。この

検証委員会においては、従来の原子力行政からの「独立性」、国民や国際社会

に対する「公開性」、技術的な問題のみならず制度的な問題まで含めた検討を

行う「包括性」を基本として、事故の対応に関して政府を含めたあらゆる活動

を厳格に検証することにしており、本報告書の内容についてもその検証委員会

での検証の対象になるものである。この検証の活動の状況についても世界に公

表することになる。

我が国は、この事故について、高い透明性をもって情報を公開することを基

本としている。この方針の下、本報告書を作成するに当たっては、事実関係を

正確に記載すること、事故への対応をできるだけ厳しく客観的に評価すること、

判明していることとまだ判明していないことの区別を明確にしておくなどに留

意した。事実関係の記載については、本年 5月 31 日までに判明したことに基づ

いている。

我が国は、今後も全力でこの事故の調査分析に取り組むこととしており、そ

の結果については、引き続き IAEA と世界各国に提供する方針である。


